　　　　　　　　介護サービス利用契約書

　　　　　　　　　　様　(以下、「利用者といいます」)と訪問介護ステーションいちご花(以下、「事業者と言う」)は、事業者が利用者に対して行う介護サービスについて、次のとおり契約します。

第1条　(契約の目的)
事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能カに応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。時には利用者と協議の上自費によるサービスも行うものとする。

第2条　(契約期間)
　1　この契約期間は、　　　　年　　月　　日から利用者の要介護認定または、要支援認定の有効期間終了日・その他の制度の終了日までとします。
　2　契約満了の7日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条　(訪問介護計画)
　事業者は、利用者の日常生活の状況及び希望を踏まえて、介護支援専門員の作成した「居宅サービス計画書」をもとに、「訪問介護計画書」を作成し、その内容を利用者又は、その家族に説明します。　

第4条　(訪問介護の内容)
　1　利用者が提供を受ける訪問介護の内容は契約時に定めたとおりです。事
　業者は、契約時に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
　2　事業者は、サービス従事者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画書に
　沿ってサービスを提供します。
　3　第2項のサービス従事者は、介護福祉士及び訪問介護員養成研修1～2
　級課程を修了した者です。
　4　訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサ
　ービスの内容または介護保険等の適用範囲が変更となる場合は、利用者の了
　解を得てそれを訪問介護の内容とします。

第5条　(サービス提供の記録)
　1　事業者は、訪問介護の実施ごとに、サービスの内容等を記録した訪問介
　護実施報告書を作成し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。
　2　事業者は、サービス提供記録を作成することとし、このサービスの終了
　後5年間保管します。
　3　訪問介護計画・介護サービスを利用者、家族に開示を求められれば、
　開示します。
　
第6条　(料金)
　1　利用者は、サービスの対価として重要事項説明書に定める利用単位毎の単位を
　もとに計算された額を月ごとに支払います。
　2　事業者は、当月料金の合計額の請求書に明細を付して、利用者に送付又
　は持参します。
　3　利用者は、当月の料金の合計額を定められた月の25日までに郵便引き落
　としで支払います（25日が土曜日又は日祝祭日の場合はその次の日）。
　4　事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収
　書を発行します。
　5　利用者は、居宅においてサービス従事者がサービスを実施のために使用
　する水道、ガス、電気、電話、駐車場等にかかる費用を負担します。

第7条　(サービスの中止)
　利用者は、特別の事情がないかぎり事業者に対してサービス提供の2日前までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
　連絡先　電話0745－34－1587　ＦＡＸ0745－34－1588

	ご利用の前前日までにご連絡いただいた場合
	無料

	ご利用の前日にご連絡いただいた場合
	10％

	ご利用の当日にご連絡いただいた場合
	50％


以上を実費にて請求させていただきます。
例外として、入院などのやむを得ない事情の場合はこの限りではありません。

第8条　(料金の変更)
　1　事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文言で通知することにより
　利用単位毎の料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
　2　利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】
　を作成し、お互いに取り交わします。
　3　利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知す
　ることにより、この契約を解消することができます。

第9条　(契約の終了)
　1　利用者は事業者に対して、７日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期問が７日間以内の通知でもこの契約を解消することができます。
　2　事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
　3　次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
　　　①　利用者が介護保険施設に入所した場合
　　　②　利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
　　　③　利用者が死亡した場合

第10条　(秘密保持)
　１　事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者　およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
　２　事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。

第11条　(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに期すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

第12条　(緊急時の対応)
事業者は、現に訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。

第13条　 (相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者と事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。

　　　　　　契約締結日　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業者　有限会社かんな
　所在地　奈良県北葛城郡王寺町本町4丁目１６番１３号
　代表者役職･氏名　管理者 三浦 清子　　 印
　　　　　　　　　　
　事業所住所　奈良県北葛城郡王寺町本町4丁目４１番２号
　事業所名称　訪問介護ステーションいちご花
　事業所責任者　三浦 清子
　電話番号　　0745-34-1587
　ＦＡＸ番号　0745-34-1588

　利用者住所
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印



（本人が署名等押印不可の場合）
　代理者住所
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【重要事項説明書】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在
1. サービス事業所の相談窓口
　　　　　電話番号　0745-34-1587
　　　　　担当者　　三浦 清子

2. 事業所の概要
　　　① 事業者の指定番号およびサービス提供の種類と地域
　　　　　事業者名　訪問介護ステーションいちご花
　　　　　指定番号　2973200054
　　　　　所在地　奈良県北葛城郡王寺町本町4丁目４１番２号
　　　　　サービスを提供する地域　北葛城郡、生駒郡、香芝市
　　　② 事業所の職員体制
　　訪問介護事業　　　管理者　1名　　
　　　　　　　　　　　責任者　2名　　以上
　　　　　　　　　　　従事者　10名 　以上
　　　　　
　　　③ 事業所の営業日と営業時間
　　営業日　月曜日～日曜日とする。但し12月31日～翌年1月3日を除く。
　　営業時間　月曜日～土曜日の営業時間は午前8時～午後20時迄とする。
　　　　　　　日曜祝日は午前9時～午後17時迄とする。
　　サービス提供時間は毎日午前7時～午後22時までとする。他、必要に応じる。

　　　　介護支援事業の営業日と営業時間
　　営業日　月曜日～金曜日とする。但し祝祭日及び夏季８/13～8/15、年末
　　　　　　年始12/29～1/3を休日とする。
　　
3. 介護保険対象のサービス内容　
　　各種計画にて説明する。

4.　 介護保険等給付対象外サービス内容
その都度利用者と協議する。



5. 利用料金
　　①　利用料
介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。
法改正による介護報酬の変更があった場合はそれに準ずる。
· 介護報酬告示額
1） 基本料金
	
	単位数

	身体介護が中心の場合
	

	　２０分以上３０分未満
	２６８単位

	　３０分以上６０分未満
	４２６単位

	　６０分以上９０分未満
	６２４単位

	生活援助が中心の場合
	

	　２０分以上４０分未満
	１９７単位

	　４５分
	２４２単位

	訪問型サービス（総合事業）の場合
	

	１回
	２８７単位／１回

	　週１回程度（5回以上）
	１１７６単位／月

	週２回程度（９回以上）
	２３４９単位／月

	週３回程度（１３回以上）
	３７２７単位／月


· 利用者負担金額は、下記の計算式により算出します。
介護報酬告示額（単位数）×（地域区分の加算）×（介護保険の負担割合）
別途、介護職員処遇改善加算を負担頂きます。





　　令和６年10月1日現在
　　２）加算料金等

	早朝加算（午前６時から午前８時まで）
	所定単位数×２５％

	夜間加算（午後６時から午後１０時まで）
	

	深夜加算（午後10時から午前6時まで）
	　所定単位数×５０％


　　　　

	初回加算

(初回に実施した訪問介護と同月にサービス提供責任者が訪問介護を行う場合)
	200単位／月



	緊急時訪問加算

(利用者やその家族等からの要請を受けて、サーピス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護を行った場合)
	100単位／回



	生活機能向上連携加算

(訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に訪問し両者の共同による訪問介護計画を作成する場合)
	100単位／月


　　　　※　介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

やむをえない事情で、かつ、利用者又はその家族の同意を得て、２人で訪問した場合は

２人分の単位となります。
　
３）自費サービス

サービス提供時間内において、介護保険給付に算定できないサービスについては
自費扱いとなり、利用者との協議により取り決める。

　　②交通費
　　　事業所から5キロメートル以内は無料。以降１キロごとに５０円とする。
　　
　　③その他
· 利用者様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気、電話、駐車場等にかかる費用
· は利用者様のご負担となります。　

・通院介助などで交通機関を利用した場合、サービス従業者の交通費は利用者様の
ご負担になります。

· 料金のお支払方法は、当月の料金の合計額を定められた月の25日までに郵便引き落としで支払いいただきます。（25日が土曜日又は日祝祭日の場合はその次の日）
・サービス期間中、当事業所のヘルパーが同行研修する場合がございますのでご了承ください。

6. サービスの利用方法
　① サービスの利用開始
　　現在、担当介護支援専門員がおられる場合は担当介護支援専門員にご相談下さい。
　② サービスの終了
　　契約書の通りとする。

７. 緊急時の対応方法
　　主治医　　　氏名　　　　　　　　　　　　連絡先
　　指定連絡先　氏名　　　　　　　　　　　　連絡先
　　指定連絡先　氏名　　　　　　　　　　　　連絡先
　　居宅介護支援事業者
　　事業者名　訪問介護ステーションいちご花　連絡先0745-34-1587

8.　サービス内容に関する苦情・相談窓口
　　　①　相談･苦情担当者氏名　三浦 清子　電話0745-34-1587
　　　②　国民保険連合会　                電話0744-29-8319
　　　③　市町村窓口　                    電話



9.　事業者法人の概要
　　　名称･法人種別　有限会社かんな　訪問介護ステーションいちご花
　　　代表者役職･氏名　管理者　三浦 清子
　　　所在地　奈良県北葛城郡王寺町本町4丁目１６番１３号
　　　
10.　秘密の保持
　　　事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者および
　　　その家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約
　　　終了後も同様です。　
　　　　　　　年　　月　　日

指定サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。
　　事業者
　事業所所在地　奈良県北葛城郡王寺町本町４丁目４１番２号
　事業所名称　訪問介護ステーションいちご花
　責任者　三浦 清子
　　説明者
　氏　名　三浦 清子　　　　　　　　　　　　　　　　印

私は、契約書および本書面により指定サービスについての重要事項の説明をうけました。
　　利用者
　住　所
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（本人が署名押印不可の場合）
　　代理者
　住　所
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

5. 利用料金
　　①　利用料
介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。
法改正による介護報酬の変更があった場合はそれに準ずる。
· 介護報酬告示額
2） 基本料金
	
	単位数

	身体介護が中心の場合
	

	　２０分以上３０分未満
	２６８単位

	　３０分以上６０分未満
	４２６単位

	　６０分以上９０分未満
	６２４単位

	生活援助が中心の場合
	

	　２０分以上４０分未満
	１９７単位

	　４５分
	２４２単位

	訪問型サービス（総合事業）の場合
	

	１回
	２８７単位／１回

	　週１回程度（5回以上）
	１１７６単位／月

	週２回程度（９回以上）
	２３４９単位／月

	週３回程度（１３回以上）
	３７２７単位／月


· 利用者負担金額は、下記の計算式により算出します。
介護報酬告示額（単位数）×（地域区分の加算）×（介護保険の負担割合）
別途、介護職員処遇改善加算を負担頂きます。





　　令和６年10月1日現在

令和6年10月の事業所の体制変更に伴い、基本料金を上記の通り変更し、契約変更と
いたします。
事業者
事業所名称　訪問介護ステーションいちご花
　責任者　　　三浦 清子　　　　　　　　　　　　　印

私は、本書面により指定サービスについての重要事項の説明をうけました。
利用者
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
